
令和４年

第１６回 教 育 委 員 会 会 議

議案第３９号

秋田県教育委員会



議案第３９号

令和５年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について

令和５年度秋田県教育委員会定期人事異動方針を別紙のとおり決定する。

令和４年１０月２８日提出

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

令和５年度秋田県教育委員会定期人事異動を実施するに当たり、異動方針を決定

する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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令和５年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）

令和４年１０月２８日
秋田県教育委員会

令和５年度定期人事異動については、「第３期あきたの教育振興に関する基本計
画」のもと、様々な教育課題等に的確に対応しながら力強い教育活動を推進すると
ともに、教育行政の効率的な運営を確保するため、次の方針により行うものとする。

１ 基本方針
⑴ 学校に勤務する教職員（事務職員を除く。以下⑴において同じ。）
① 適正な人員配置

教職員が能力を最大限に発揮できる勤務環境の整備と地域間・学校間に
おける均衡に配慮した人員配置を行う。

② 積極的な人事交流
学校経営の活性化、教職員の資質能力の向上を図るため、他校種及び他

機関との間の人事交流並びに広域にわたる人事交流を積極的に行う。
③ 管理職への積極的な登用

学校のマネジメントを強化し、組織として教育活動に取り組む体制を創
り上げる観点から、意欲ある有能な人材を積極的に登用する。

④ 家庭生活と仕事の両立支援
育児・介護等に取り組みやすいよう人事配置に配慮する。

※ 市町村立小中学校及び義務教育学校の教職員の人事異動に当たっては、
次の点に留意し、市町村教育委員会との連携を図る。
(ア) 市町村教育委員会が主体性を発揮し、より責任を持って特色ある学校
づくりを推進できるよう配慮する。

(イ) 学校における働き方改革の観点から、市町村教育委員会が取り組む業
務改善や、教職員の意欲と能力を最大限発揮できる勤務環境の整備を支
援する。

⑵ 教育庁及び学校以外の教育機関（以下「教育庁等」という。)に勤務する教
職員並びに学校に勤務する事務職員
① 適正な人員配置

各所属の業務内容、業務量及び班体制等を精査し、事務・事業を適正か
つ効率的に実施できる体制を整備する。

② 積極的な人事交流
行政に対する様々なニーズを把握し、幅広い視野で仕事に取り組める人

材を育成するため、人事交流や職員派遣を積極的に行う。
③ 管理職への積極的な登用

教職員の士気を高め、組織に活力を与えるため、意欲ある有能な人材を
積極的に登用する。

④ 家庭生活と仕事の両立支援
育児・介護等に取り組みやすいよう人事配置に配慮する。
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２ 実施方針
⑴ 学校に勤務する教職員（事務職員を除く。以下⑴において同じ。）
① 同一校に長年勤務した者及び同一地域に相当年数勤務した者は、異動の
対象とする。ただし、異動の対象となっていない者であっても、職務上の
必要性等を考慮し、異動の対象とする場合がある。

② 教職員の配置に当たっては、地域間・学校間の教職員構成のバランスを
考慮し広域交流を行う。特に管理職については、全県的視野に立った広域
交流を行う。

③ 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校との間で校
種間の交流を行う。

④ 他道県や秋田大学教育文化学部附属学校等との間で教員の交流を行うと
ともに、知事部局との間においても交流を行う。

⑤ 天災等の緊急時に迅速に対応できるよう教職員の配置に配慮する。
⑥ 管理職への登用に当たっては、教職員の組織管理や勤務時間管理、健康
安全管理等をはじめとするマネジメント能力を備えた意欲ある有能な人材
を積極的に登用するとともに、各学校において特色ある教育活動が十分に
展開されるよう配慮する。

⑦ 新規採用者については、初任者研修の実施や地域間・学校間の教職員の
構成等を考慮し、配置する。

⑧ 教職員の育児・介護等の状況に配慮した人事配置を行う。

※ 市町村立小中学校及び義務教育学校の教職員の人事異動に当たっては、
市町村教育委員会と連携し、次の点に留意して進める。
(ア) 加配定数の一部を各市町村教育委員会に枠内示し、その活用も含め、
市町村教育委員会の基本構想に基づき協議を行う。

(イ) 同一市町村内の転任については、市町村教育委員会が自らの人事異動
構想に基づき主体的に取り組むことができるよう配慮する。

(ウ) 異なる市町村への転任については、県教育委員会の人事異動構想に基
づき、各市町村教育委員会の意向を踏まえて取り組む。

⑵ 教育庁等に勤務する教職員及び学校に勤務する事務職員
① 同一の課所・学校に一定年数勤務する者及び同一の課所・学校に３年勤
務する新規採用事務職員（教育行政・教育事務）は、原則として異動の対
象とする。ただし、異動の対象となっていない者であっても、職務上の必
要性等を考慮し、異動の対象とする場合がある。

② 学校に勤務する事務職員にあっては、総務・財務等の専門性を発揮でき
るよう配慮するとともに、会計事務、契約事務等の適正執行に留意した人
員配置とする。

③ 教育庁等、県立学校、市町村立小中学校及び義務教育学校並びに知事部
局等との間において人事交流を行うとともに、特に未経験の分野を中心に
幅広い職務を経験させる。

④ 管理職への登用に当たっては、意欲ある有能な人材を積極的に登用する。
⑤ 新規採用者は、職員の構成等を考慮し、配置する。
⑥ 育児・介護等の状況に配慮した人事配置を行う。
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令和４年

第１６回 教 育 委 員 会 会 議

議案第４０号

秋田県教育委員会



議
案
第
四
十
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次

目
次

第
一
章

略

第
一
章

略

第
二
章

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

第
二
章

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

第
一
節
～
第
四
節

略

第
一
節
～
第
四
節

略

第
五
節

昇
格
及
び
降
格
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条
の
二
）

第
五
節

昇
格
及
び
降
格
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
五
条

）

第
六
節
～
第
十
節

略

第
六
節
～
第
十
節

略

第
三
章
～
第
九
章
の
三

略

第
三
章
～
第
九
章
の
三

略

第
九
章
の
四

条
例
附
則
第
四
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
（
第
七
十
四
条
の

十
二
―
第
七
十
四
条
の
二
十
二
）

第
十
章

略

第
十
章

略

附
則

附
則

別
表

別
表

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
）

第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定

第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
給
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定

さ
れ
た
職
務
の
級
の
号
給
が
別
表
第
八
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下

さ
れ
た
職
務
の
級
の
号
給
が
別
表
第
八
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下

「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
号
給
と

「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
号
給
と

し
、
当
該
職
務
の
級
の
号
給
が
同
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
同
表
に

し
、
当
該
職
務
の
級
の
号
給
が
同
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
同
表
に

定
め
る
号
給
を
基
礎
と
し
て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
昇
格
し
、
又
は

定
め
る
号
給
を
基
礎
と
し
て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
昇
格
し
、
又
は

降
格
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二

降
格
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す
る
。
た
だ
し
、
初
任
給
基
準
表

項

の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す
る
。
た
だ
し
、
初
任
給
基
準
表

の
職
種
欄
若
し
く
は
試
験
欄
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い

の
職
種
欄
若
し
く
は
試
験
欄
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い
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者
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
同
表
の
こ
れ
ら
の
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学

者
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
同
表
の
こ
れ
ら
の
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学

歴
免
許
等
欄
の
最
も
低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属
す

歴
免
許
等
欄
の
最
も
低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属
す

る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職

る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職

務
の
級
の
最
低
の
号
給
と
す
る
。

務
の
級
の
最
低
の
号
給
と
す
る
。

２

略

２

略

（
降
格
）

第
二
十
五
条

職
員
を
降
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
者

の
属
す
る
職
務
の
級
を
下
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

職
員
か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
を
降
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
降
格
の
場
合
の
号
給
）

（
降
格
の
場
合
の
号
給
）

第
二
十
五
条
の
二

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、

第
二
十
五
条

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
降
格
し
た
日
の
前
日

降
格
し
た
日
の
前
日

に
受
け
て
い
た
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
九
の
二
に
定
め
る
降
格
時
号
給
対

に
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
（
同
じ
額
の
号
給
が
な
い
と
き
は
、

応
表
の
降
格
後
の
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

直
近
下
位
の
額
の
号
給
）

と
す
る
。

２

略

２

略

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事

委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
給
を
決
定

委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
給
を
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
号
給
は
、
当
該
職
員
が

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
額
の
号
給
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号
給
）

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号
給
）

第
二
十
六
条
の
二

略

第
二
十
六
条
の
二

略

２

略

２

略

３

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す

３

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条

の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
異
動
を
し
た
こ
と
に
よ
り
昇
格
し
、
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
に
つ
い

る
異
動
を
し
た
こ
と
に
よ
り
昇
格
し
、
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
に
つ
い
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て
は
適
用
し
な
い
。

て
は
適
用
し
な
い
。

第
九
章
の
四

条
例
附
則
第
四
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料

（
趣
旨
）

第
七
十
四
条
の
十
二

こ
の
章
は
、
条
例
附
則
第
四
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項

の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
七
十
四
条
の
十
三

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

管
理
監
督
職

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田

県
条
例
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
い
う
。

二

異
動
期
間

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
異
動
期
間
（
同
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含

む
。
）
を
い
う
。

三

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員

地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
条
例
附
則
第
四
項

に
規
定
す
る
異
動
日
（
以
下
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て

第
一
項
特
例
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
（
同
条

例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た

管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
も
の
を

い
う
。

四

特
定
日

条
例
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
日
を
い
う
。

五

降
格

第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
降
格
の
う
ち
、
地
公
法
第
二
十
八

条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
も
の
を
除
い
た

も
の
を
い
う
。

六

初
任
給
基
準
異
動

条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」

と
い
う
。
）
の
適
用
を
異
に
し
な
い
別
表
第
八
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表

3



（
第
七
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
初
任
給
基
準
表
」
と

い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ

の
異
動
を
い
う
。

七

給
料
表
異
動

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
い
う
。

八

上
限
額

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
属
す
る
職
務
の

級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又

は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
」
と
い

う
。
）
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
条
例
第
二
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
を
い
う
。

九

そ
の
者
の
号
給
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職

務
の
級
及
び
号
給
を
い
う
。

（
条
例
附
則
第
四
項
の
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て

定
め
る
職
員
）

第
七
十
四
条
の
十
四

条
例
附
則
第
四
項
の
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委

員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を

さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
職
員

㈠

異
動
日
以
後
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員

㈡

異
動
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

㈢

異
動
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日

以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

㈣

異
動
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ

た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

二

異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
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改
定
又
は
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い

た
給
料
月
額
が
増
額
又
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

さ
れ
た
職
員

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
七
十
四
条
の
十
五

地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職

へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
を
除
く
。
）
で
あ

つ
て
、
異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
り
、
特
定
日
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
特
定
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号

又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
特
定
日
に
当
該

各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
日
に
同
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に

あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に

切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
十
五
基
礎
給
料

月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二

以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
特
定
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲

げ
る
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
、
第
七
十
四
条
の
十
五
基
礎
給
料
月
額
と
特
定

日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

異
動
日
以
後
に
給
料
表
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
（
以
下
「
給
料
表

異
動
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場
合

（
給
料
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
日
に
そ
れ
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ら
の
給
料
表
異
動
等
が
順
次
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い

て
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

異
動
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ

る
職
員
を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料

月
額
か
ら
、
当
該
降
格
を
し
た
日
に
当
該
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と
当

該
降
格
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
と
の
差
額
（
降
格

を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
を
合
算
し

た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

三

異
動
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日
以

後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
次
に
定
め
る
額

㈠

特
定
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

異
動

日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

額
）

㈡

㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給

等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

四

異
動
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

人
事
委
員
会
の

定
め
る
額

五

異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額

改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給

等
に
対
応
す
る
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
十
五
基
礎
給
料
月
額
と
特

定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
つ

て
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
第
七
十
四
条
の
十
五
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲

げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に

該
当
す
る
職
員
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
条
例
附
則

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給

料
の
支
給
）

第
七
十
四
条
の
十
六

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
つ
て
、
仮
定
異
動
期
間

末
日
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
の

延
長
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
異
動
期
間
の
末
日
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

う
ち
、
異
動
日
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給

料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異

動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間

末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応

す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う

ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
当
該
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
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十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
十
六
基
礎
給
料
月
額
」
と
い

う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
条
第
一
項
各
号
、
第
三
項
及
び

第
四
項
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
、
第
七
十
四
条

の
十
六
基
礎
給
料
月
額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、

条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
十
六
基
礎
給
料
月
額
と
異

動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

第
七
十
四
条
の
十
七

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
つ
て
、
仮
定
異
動
期
間

末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
り
、
異
動
日
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に
掲

げ
る
職
員
に
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
異
動
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て

は
、
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
十
七
基
礎
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以

上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ

る
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
、
第
七
十
四
条
の
十
七
基
礎
給
料
月
額
と
異
動
日

給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
と
し
て
支
給
す
る
。
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一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表

異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
当
該
給
料
表
異
動
等
後

に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定

め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
（
給
料
表
異
動
等
が

二
回
以
上
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ

れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
こ

れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準

表
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た

場
合
）
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る

額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動

日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、

こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
第
二
十
五
条
第

二
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し

た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
の
そ
の

者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら

異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額

に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い

給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
か
ら
、
当
該
降
格
を
し
た
日
に
当
該
降
格
が

な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月

額
に
相
当
す
る
額
と
当
該
降
格
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料

月
額
と
の
差
額
（
降
格
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
当
該
差
額
を
合
算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
分
の
七

十
を
乗
じ
て
得
た
額

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

㈠

異
動
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

異
動

日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
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間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等

に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

額
）

㈡

㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給

等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日

の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、

こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給

料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を

決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

人

事
委
員
会
の
定
め
る
額

五

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料

月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ

の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る

給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の

間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に

掲
げ
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ

の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て

得
た
額

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
十
七
基
礎
給
料
月
額
と
異

動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
つ
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て
、
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

る
第
七
十
四
条
の
十
七
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ

る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に

該
当
す
る
職
員
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
条
例
附
則

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
に
対
す
る
条
例
附
則
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
七
十
四
条
の
十
八

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
（
地
公
法
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
転
任
に
伴
う
給
料
表
異
動
の
う

ち
、
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日

に
給
料
表
異
動
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位

の
職
務
の
級
と
な
る
場
合
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員
（
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用

職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
（
当
該
降
任
等
相
当
給
料
表

異
動
を
し
た
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前

日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
が
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
に
降
任
等
相
当
転
任
日
に

お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
職

員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

て
得
た
額
（
当
該
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
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り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
十
八
基
礎
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
特
定
日
以
後
、
第

七
十
四
条
の
十
八
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す

る
額
を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
十
八
基
礎
給
料
月
額
と
特

定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月

額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
七
十
四
条
の
十
八

基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給

料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す

る
。

４

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日

の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
条
例
附
則

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に

は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
条
例

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

二

降
任
等
相
当
転
任
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

三

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

（
降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日

前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

四

降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を

決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

第
七
十
四
条
の
十
九

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か

ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日

12



の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲

げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
降
任
等
相
当
転
任
日
に
条
例
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
転
任
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
に
降
任

等
相
当
転
任
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し

た
場
合
の
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給

料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
の
適

用
を
受
け
、
同
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
ま
で
当
該
給
料
表
が
引

き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前

日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対

応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
十
九
基
礎
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
降
任
等
相
当
転
任

日
以
後
、
第
七
十
四
条
の
十
九
基
礎
給
料
月
額
と
転
任
日
給
料
月
額
と
の
差

額
に
相
当
す
る
額
を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
十
九
基
礎
給
料
月
額
と
転

任
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
の
給
料

表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
七
十

四
条
の
十
九
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て

降
任
等
相
当
転
任
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い

て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給

料
表
異
動
を
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き

続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の

定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
第

二
十
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
職
員

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を

決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
に
対
す
る
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
の
支
給
）

第
七
十
四
条
の
二
十

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
（
第
三
項
特
例
任
用
職
員

の
う
ち
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
降
格
（
第
二
十
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

さ
れ
た
職
員
又
は
給
料
表
異
動
に
よ
り
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務

の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場

合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
つ
た
職
員
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か

ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
（
当
該
日

が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給

料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）

が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
当
該
額
に

五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
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円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
二
十
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日

か
ら
地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降

任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
第
七
十
四
条
の
二
十
基
礎
給

料
月
額
と
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
条
例
附

則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な

つ
た
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動

期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
々

日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り

多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当

す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
（
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職

員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
つ
た
も

の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
る
も
の

に
限
る
。
）
を
し
た
職
員

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の

前
日
に
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
へ
の
給
料
表
異
動
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た

場
合
の
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号

給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前

日
に
当
該
給
料
表
異
動
が
あ
り
、
同
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員

と
な
つ
た
日
の
前
日
ま
で
当
該
給
料
表
異
動
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料

表
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間

末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の
前
々
日
ま

で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多

い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す

る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
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の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
二
十
基
礎
給
料
月
額
と
降

格
等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員

の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た

日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た

職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
る
第
七
十
四
条
の
二
十
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の
給
料

表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す

る
。

４

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
で
あ
つ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か

ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
条
例
附
則
第
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委

員
会
の
定
め
る
日
か
ら
地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の

職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
人
事
委
員

会
の
定
め
る
額
を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す

る
。

一

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
地
公
法
第
二
十

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ

れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
昇
格
を
し
た
職

員
二

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
（
給

料
表
異
動
の
う
ち
、
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給

料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の

職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
を
し

た
職
員

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
つ
た
日
ま

で
の
間
に
降
格
（
第
二
十
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

し
た
職
員

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
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五

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を

決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支

給
）

第
七
十
四
条
の
二
十
一

第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ

り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職
以
外
の
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
交
流
等
職
員
と

な
つ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い

日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
た
場

合
に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
み
な
し
異
動

日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
か

ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
が
六
十
歳
に
達
し

た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定

日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に
職
員
で
あ
つ
た
も
の

と
し
て
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当

該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職

員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月

額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
銭

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
第
七
十
四
条
の
二
十
一
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な

い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
（
特
定
日
前
に

人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
七
十
四

条
の
二
十
一
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
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る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
十
四
条
の
二
十
一
基
礎
給
料
月
額
と

特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受

け
る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３

給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
み
な
し
異
動
日
の
前
日

か
ら
特
定
日
（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
が
仮
定
特
定
日
後
で
あ
る
と

き
は
、
仮
定
特
定
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
の
給
料

表
の
給
料
月
額
が
改
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
人
事
交
流
等
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
七
十
四
条
の
二
十
一

基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給

料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す

る
。

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
人
事
交

流
等
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

ち
、
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
次
に
掲

げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る

額
を
、
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
と
し
て
勤

務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
第
十
八
条
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
も
の
及
び
こ

れ
に
準
ず
る
も
の

二

人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

三

人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た

職
員

四

人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な

つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
特
定
日
）
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職

員
五

人
事
交
流
等
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ

の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る

職
員
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（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
七
十
四
条
の
二
十
二

条
例
附
則
第
四
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
教
育
委
員

会
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
９
の
２

降
格
時
号
給
対
応
表

（第
二
十
五
条
の
二
関
係

）

イ
教
育
職
給
料
表
㈠
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
し
た
日
の
前
日

降
格
後
の
号
給

に
受
け
て
い
た
号
給

１
級

２
級

３
級

1
9

4
9

5
7

2
1
0

5
0

5
8

3
1
0

5
1

5
9

4
1
1

5
2

6
0

5
1
2

5
3

6
1

6
1
3

5
4

6
2

7
1
4

5
5

6
3

8
1
5

5
6

6
4

9
1
6

5
7

6
5

1
0

1
7

5
8

6
6

1
1

1
8

5
9

6
7

1
2

1
9

6
0

6
8

1
3

2
0

6
1

6
9

1
4

2
1

6
2

7
0

1
5

2
3

6
3

7
1
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1
6

2
4

6
4

7
2

1
7

2
5

6
5

7
3

1
8

2
6

6
6

7
4

1
9

2
7

6
7

7
5

2
0

2
8

6
8

8
0

2
1

2
9

6
9

8
5

2
2

3
0

7
0

9
0

2
3

3
1

7
1

9
3

2
4

3
2

7
2

9
3

2
5

3
3

7
3

9
3

2
6

3
4

7
4

9
3

2
7

3
5

7
5

9
3

2
8

3
6

7
6

9
3

2
9

3
7

7
7

9
3

3
0

3
8

7
8

9
3

3
1

3
9

7
9

9
3

3
2

4
0

8
0

9
3

3
3

4
1

8
1

9
3

3
4

4
2

8
2

9
3

3
5

4
3

8
3

9
3

3
6

4
4

8
4

9
3

3
7

4
5

8
5

9
3

3
8

4
6

8
6

3
9

4
7

8
7

4
0

4
8

8
8

4
1

5
0

8
9

4
2

5
2

9
0

4
3

5
4

9
1

4
4

5
6

9
2

4
5

5
8

9
3

20



4
6

6
0

9
4

4
7

6
2

9
5

4
8

6
4

9
6

4
9

6
6

9
7

5
0

6
8

9
8

5
1

7
0

9
9

5
2

7
2

1
0
0

5
3

7
4

1
0
1

5
4

7
6

1
0
2

5
5

7
8

1
0
3

5
6

8
0

1
0
4

5
7

8
2

1
0
5

5
8

8
4

1
0
6

5
9

8
6

1
0
7

6
0

8
8

1
0
8

6
1

9
0

1
1
0

6
2

9
2

1
1
2

6
3

9
4

1
1
4

6
4

9
6

1
1
6

6
5

1
0
3

1
1
7

6
6

1
1
0

1
1
8

6
7

1
1
7

1
1
9

6
8

1
2
4

1
2
0

6
9

1
2
5

1
2
2

7
0

1
2
5

1
2
4

7
1

1
2
5

1
2
6

7
2

1
2
5

1
2
8

7
3

1
2
5

1
3
0

7
4

1
2
5

1
5
0

7
5

1
2
5

1
5
5
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7
6

1
2
5

1
5
7

7
7

1
2
5

1
5
7

7
8

1
2
5

1
5
7

7
9

1
2
5

1
5
7

8
0

1
2
5

1
5
7

8
1

1
2
5

1
5
7

8
2

1
2
5

1
5
7

8
3

1
2
5

1
5
7

8
4

1
2
5

1
5
7

8
5

1
2
5

1
5
7

8
6

1
2
5

1
5
7

8
7

1
2
5

1
5
7

8
8

1
2
5

1
5
7

8
9

1
2
5

1
5
7

9
0

1
2
5

1
5
7

9
1

1
2
5

1
5
7

9
2

1
2
5

1
5
7

9
3

1
2
5

1
5
7

9
4

1
2
5

9
5

1
2
5

9
6

1
2
5

9
7

1
2
5

9
8

1
2
5

9
9

1
2
5

1
0
0

1
2
5

1
0
1

1
2
5

1
0
2

1
2
5

1
0
3

1
2
5

1
0
4

1
2
5

1
0
5

1
2
5
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1
0
6

1
2
5

1
0
7

1
2
5

1
0
8

1
2
5

1
0
9

1
2
5

1
1
0

1
2
5

1
1
1

1
2
5

1
1
2

1
2
5

1
1
3

1
2
5

1
1
4

1
2
5

1
1
5

1
2
5

1
1
6

1
2
5

1
1
7

1
2
5

1
1
8

1
2
5

1
1
9

1
2
5

1
2
0

1
2
5

1
2
1

1
2
5

1
2
2

1
2
5

1
2
3

1
2
5

1
2
4

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
6

1
2
5

1
2
7

1
2
5

1
2
8

1
2
5

1
2
9

1
2
5

1
3
0

1
2
5

1
3
1

1
2
5

1
3
2

1
2
5

1
3
3

1
2
5

1
3
4

1
2
5

1
3
5

1
2
5
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1
3
6

1
2
5

1
3
7

1
2
5

1
3
8

1
2
5

1
3
9

1
2
5

1
4
0

1
2
5

1
4
1

1
2
5

1
4
2

1
2
5

1
4
3

1
2
5

1
4
4

1
2
5

1
4
5

1
2
5

1
4
6

1
2
5

1
4
7

1
2
5

1
4
8

1
2
5

1
4
9

1
2
5

1
5
0

1
2
5

1
5
1

1
2
5

1
5
2

1
2
5

1
5
3

1
2
5

1
5
4

1
2
5

1
5
5

1
2
5

1
5
6

1
2
5

1
5
7

1
2
5

ロ
教
育
職
給
料
表
㈡
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
し
た
日
の
前
日

降
格
後
の
号
給

に
受
け
て
い
た
号
給

１
級

２
級

３
級

1
2
1

5
3

4
1

2
2
2

5
4

4
2

3
2
3

5
5

4
3

4
2
4

5
6

4
4

5
2
5

5
7

4
5

24



6
2
6

5
8

4
6

7
2
7

5
9

4
7

8
2
8

6
0

4
8

9
2
9

6
1

4
9

1
0

3
0

6
2

5
0

1
1

3
1

6
3

5
1

1
2

3
2

6
4

5
2

1
3

3
3

6
5

5
3

1
4

3
4

6
6

5
4

1
5

3
5

6
7

5
5

1
6

3
6

6
8

5
6

1
7

3
7

6
9

5
7

1
8

3
8

7
0

5
8

1
9

3
9

7
1

5
9

2
0

4
0

7
2

6
0

2
1

4
1

7
3

6
1

2
2

4
2

7
4

6
2

2
3

4
3

7
5

6
3

2
4

4
4

7
6

6
4

2
5

4
5

7
7

6
6

2
6

4
6

7
8

6
8

2
7

4
7

7
9

7
0

2
8

4
8

8
0

7
2

2
9

5
0

8
1

7
4

3
0

5
2

8
2

7
6

3
1

5
4

8
3

7
7

3
2

5
6

8
4

7
7

3
3

5
8

8
5

7
7

3
4

6
0

8
6

7
7

3
5

6
2

8
7

7
7

25



3
6

6
4

8
8

7
7

3
7

6
6

8
9

7
7

3
8

6
8

9
0

3
9

7
0

9
1

4
0

7
2

9
2

4
1

7
3

9
3

4
2

7
4

9
4

4
3

7
5

9
5

4
4

7
6

9
6

4
5

7
8

9
7

4
6

8
0

9
8

4
7

8
2

9
9

4
8

8
4

1
0
0

4
9

8
6

1
0
2

5
0

8
8

1
0
4

5
1

9
0

1
0
6

5
2

9
2

1
0
8

5
3

9
5

1
1
0

5
4

9
8

1
1
2

5
5

1
0
1

1
1
4

5
6

1
0
4

1
1
6

5
7

1
0
7

1
2
3

5
8

1
1
0

1
3
0

5
9

1
1
3

1
4
2

6
0

1
1
6

1
4
5

6
1

1
2
1

1
4
5

6
2

1
2
6

1
4
5

6
3

1
3
1

1
4
5

6
4

1
3
6

1
4
5

6
5

1
4
1

1
4
5

26



6
6

1
4
6

1
4
5

6
7

1
5
1

1
4
5

6
8

1
5
3

1
4
5

6
9

1
5
3

1
4
5

7
0

1
5
3

1
4
5

7
1

1
5
3

1
4
5

7
2

1
5
3

1
4
5

7
3

1
5
3

1
4
5

7
4

1
5
3

1
4
5

7
5

1
5
3

1
4
5

7
6

1
5
3

1
4
5

7
7

1
5
3

1
4
5

7
8

1
5
3

7
9

1
5
3

8
0

1
5
3

8
1

1
5
3

8
2

1
5
3

8
3

1
5
3

8
4

1
5
3

8
5

1
5
3

8
6

1
5
3

8
7

1
5
3

8
8

1
5
3

8
9

1
5
3

9
0

1
5
3

9
1

1
5
3

9
2

1
5
3

9
3

1
5
3

9
4

1
5
3

9
5

1
5
3
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9
6

1
5
3

9
7

1
5
3

9
8

1
5
3

9
9

1
5
3

1
0
0

1
5
3

1
0
1

1
5
3

1
0
2

1
5
3

1
0
3

1
5
3

1
0
4

1
5
3

1
0
5

1
5
3

1
0
6

1
5
3

1
0
7

1
5
3

1
0
8

1
5
3

1
0
9

1
5
3

1
1
0

1
5
3

1
1
1

1
5
3

1
1
2

1
5
3

1
1
3

1
5
3

1
1
4

1
5
3

1
1
5

1
5
3

1
1
6

1
5
3

1
1
7

1
5
3

1
1
8

1
5
3

1
1
9

1
5
3

1
2
0

1
5
3

1
2
1

1
5
3

1
2
2

1
5
3

1
2
3

1
5
3

1
2
4

1
5
3

1
2
5

1
5
3
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1
2
6

1
5
3

1
2
7

1
5
3

1
2
8

1
5
3

1
2
9

1
5
3

1
3
0

1
5
3

1
3
1

1
5
3

1
3
2

1
5
3

1
3
3

1
5
3

1
3
4

1
5
3

1
3
5

1
5
3

1
3
6

1
5
3

1
3
7

1
5
3

1
3
8

1
5
3

1
3
9

1
5
3

1
4
0

1
5
3

1
4
1

1
5
3

1
4
2

1
5
3

1
4
3

1
5
3

1
4
4

1
5
3

1
4
5

1
5
3

ハ
行
政
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
し
た
日
の
前
日

降
格
後
の
号
給

に
受
け
て
い
た
号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

1
3
3

1
7

1
7

9
9

2
3
3

1
8

1
8

1
0

1
0

3
3
3

1
9

1
9

1
1

1
1

4
3
4

2
0

2
0

1
2

1
2

5
3
5

2
1

2
1

1
3

1
3

6
3
6

2
2

2
2

1
4

1
4

7
3
7

2
3

2
3

1
5

1
5

29



8
3
9

2
4

2
4

1
6

1
6

9
4
0

2
5

2
5

1
7

1
7

1
0

4
2

2
6

2
6

1
8

1
8

1
1

4
3

2
7

2
7

1
9

1
9

1
2

4
4

2
8

2
8

2
0

2
0

1
3

4
5

2
9

2
9

2
1

2
1

1
4

4
6

3
0

3
0

2
2

2
2

1
5

4
7

3
1

3
1

2
3

2
3

1
6

4
8

3
2

3
2

2
4

2
4

1
7

4
9

3
3

3
3

2
5

2
5

1
8

5
0

3
4

3
4

2
6

2
6

1
9

5
1

3
5

3
5

2
7

2
7

2
0

5
2

3
6

3
6

2
8

2
8

2
1

5
3

3
7

3
7

2
9

2
9

2
2

5
4

3
8

3
8

3
0

3
0

2
3

5
5

3
9

3
9

3
1

3
1

2
4

5
6

4
0

4
0

3
2

3
2

2
5

5
8

4
1

4
1

3
3

3
3

2
6

6
0

4
2

4
2

3
4

3
4

2
7

6
2

4
3

4
3

3
5

3
5

2
8

6
4

4
4

4
4

3
6

3
6

2
9

6
6

4
5

4
5

3
7

3
7

3
0

6
8

4
6

4
6

3
8

3
8

3
1

7
0

4
7

4
7

3
9

3
9

3
2

7
2

4
8

4
8

4
0

4
0

3
3

7
4

4
9

4
9

4
1

4
1

3
4

7
6

5
0

5
0

4
2

4
2

3
5

7
8

5
1

5
1

4
3

4
3

3
6

8
0

5
2

5
2

4
4

4
4

3
7

8
2

5
3

5
3

4
5

4
5

30



3
8

8
4

5
4

5
4

4
6

4
6

3
9

8
6

5
5

5
5

4
7

4
7

4
0

8
8

5
6

5
6

4
8

4
8

4
1

9
0

5
8

5
7

4
9

5
0

4
2

9
2

6
0

5
8

5
0

5
2

4
3

9
3

6
2

5
9

5
1

5
4

4
4

9
3

6
4

6
0

5
2

5
6

4
5

9
3

6
6

6
3

5
3

5
8

4
6

9
3

6
8

6
6

5
4

6
0

4
7

9
3

7
0

6
9

5
5

6
2

4
8

9
3

7
2

7
2

5
6

6
4

4
9

9
3

7
6

7
5

5
7

6
6

5
0

9
3

8
0

7
8

5
8

7
6

5
1

9
3

8
4

8
1

5
9

8
8

5
2

9
3

8
8

8
4

6
0

9
2

5
3

9
3

9
3

8
8

6
1

9
3

5
4

9
3

9
8

9
2

6
2

9
3

5
5

9
3

1
0
3

9
7

6
3

9
3

5
6

9
3

1
0
9

1
0
2

6
4

9
3

5
7

9
3

1
1
5

1
0
7

6
5

9
3

5
8

9
3

1
2
1

1
1
2

6
6

9
3

5
9

9
3

1
2
5

1
1
3

6
7

9
3

6
0

9
3

1
2
5

1
1
3

6
8

9
3

6
1

9
3

1
2
5

1
1
3

6
9

9
3

6
2

9
3

1
2
5

1
1
3

7
0

9
3

6
3

9
3

1
2
5

1
1
3

7
1

9
3

6
4

9
3

1
2
5

1
1
3

7
2

9
3

6
5

9
3

1
2
5

1
1
3

7
3

9
3

6
6

9
3

1
2
5

1
1
3

7
4

9
3

6
7

9
3

1
2
5

1
1
3

7
5

9
3
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6
8

9
3

1
2
5

1
1
3

8
0

9
3

6
9

9
3

1
2
5

1
1
3

8
5

9
3

7
0

9
3

1
2
5

1
1
3

8
8

9
3

7
1

9
3

1
2
5

1
1
3

8
9

9
3

7
2

9
3

1
2
5

1
1
3

9
0

9
3

7
3

9
3

1
2
5

1
1
3

9
1

9
3

7
4

9
3

1
2
5

1
1
3

9
2

9
3

7
5

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

7
6

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

7
7

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

7
8

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

7
9

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
0

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
1

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
2

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
3

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
4

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
5

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

8
6

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

8
7

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

8
8

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

8
9

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
0

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
1

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
2

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
3

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

9
4

9
3

1
2
5

9
5

9
3

1
2
5

9
6

9
3

1
2
5

9
7

9
3

1
2
5
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9
8

9
3

1
2
5

9
9

9
3

1
2
5

1
0
0

9
3

1
2
5

1
0
1

9
3

1
2
5

1
0
2

9
3

1
2
5

1
0
3

9
3

1
2
5

1
0
4

9
3

1
2
5

1
0
5

9
3

1
2
5

1
0
6

9
3

1
2
5

1
0
7

9
3

1
2
5

1
0
8

9
3

1
2
5

1
0
9

9
3

1
2
5

1
1
0

9
3

1
2
5

1
1
1

9
3

1
2
5

1
1
2

9
3

1
2
5

1
1
3

9
3

1
2
5

1
1
4

9
3

1
1
5

9
3

1
1
6

9
3

1
1
7

9
3

1
1
8

9
3

1
1
9

9
3

1
2
0

9
3

1
2
1

9
3

1
2
2

9
3

1
2
3

9
3

1
2
4

9
3

1
2
5

9
3

二
医
療
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表

降
格
し
た
日
の
前
日

降
格
後
の
号
給
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に
受
け
て
い
た
号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

1
2
1

1
7

1
3

1
7

2
2
2

1
8

1
4

1
8

3
2
3

1
9

1
5

1
9

4
2
4

2
0

1
6

2
0

5
2
5

2
1

1
7

2
1

6
2
6

2
2

1
8

2
2

7
2
7

2
3

1
9

2
3

8
2
8

2
4

2
0

2
4

9
2
9

2
5

2
1

2
5

1
0

3
0

2
6

2
2

2
6

1
1

3
1

2
7

2
3

2
7

1
2

3
2

2
8

2
4

2
8

1
3

3
3

2
9

2
5

2
9

1
4

3
4

3
0

2
6

3
0

1
5

3
5

3
1

2
7

3
1

1
6

3
6

3
2

2
8

3
2

1
7

3
7

3
3

2
9

3
3

1
8

3
8

3
4

3
0

3
4

1
9

3
9

3
5

3
1

3
5

2
0

4
0

3
6

3
2

3
6

2
1

4
1

3
7

3
3

3
7

2
2

4
2

3
8

3
4

3
8

2
3

4
3

3
9

3
5

3
9

2
4

4
4

4
0

3
6

4
0

2
5

4
5

4
1

3
7

4
1

2
6

4
6

4
2

3
8

4
2

2
7

4
7

4
3

3
9

4
3

2
8

4
8

4
4

4
0

4
4

2
9

5
0

4
5

4
1

4
5
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3
0

5
2

4
6

4
2

4
6

3
1

5
4

4
7

4
3

4
7

3
2

5
6

4
8

4
4

4
8

3
3

5
8

4
9

4
5

5
0

3
4

6
0

5
0

4
6

5
2

3
5

6
2

5
1

4
7

5
4

3
6

6
4

5
2

4
8

5
6

3
7

6
5

5
3

4
9

5
7

3
8

6
6

5
4

5
0

5
8

3
9

6
7

5
5

5
1

5
9

4
0

6
8

5
6

5
2

6
0

4
1

7
0

5
7

5
3

6
3

4
2

7
2

5
8

5
4

6
6

4
3

7
4

5
9

5
5

6
9

4
4

7
6

6
0

5
6

7
2

4
5

7
9

6
1

5
7

7
6

4
6

8
2

6
2

5
8

8
0

4
7

8
5

6
3

5
9

8
4

4
8

8
5

6
4

6
0

9
0

4
9

8
5

6
5

6
1

9
6

5
0

8
5

6
6

6
2

1
0
2

5
1

8
5

6
7

6
3

1
0
5

5
2

8
5

6
8

6
4

1
0
5

5
3

8
5

7
0

6
5

1
0
5

5
4

8
5

7
2

6
6

1
0
5

5
5

8
5

7
4

6
7

1
0
5

5
6

8
5

7
6

6
8

1
0
5

5
7

8
5

7
8

6
9

1
0
5

5
8

8
5

8
0

7
0

1
0
5

5
9

8
5

8
2

7
1

1
0
5
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6
0

8
5

8
4

7
2

1
0
5

6
1

8
5

9
1

7
4

1
0
5

6
2

8
5

9
8

7
6

1
0
5

6
3

8
5

1
0
5

7
8

1
0
5

6
4

8
5

1
0
5

8
0

1
0
5

6
5

8
5

1
0
5

8
2

1
0
5

6
6

8
5

1
0
5

8
4

1
0
5

6
7

8
5

1
0
5

8
6

1
0
5

6
8

8
5

1
0
5

8
8

1
0
5

6
9

8
5

1
0
5

8
9

1
0
5

7
0

8
5

1
0
5

9
0

1
0
5

7
1

8
5

1
0
5

9
1

1
0
5

7
2

8
5

1
0
5

9
2

1
0
5

7
3

8
5

1
0
5

9
4

1
0
5

7
4

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

7
5

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

7
6

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

7
7

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

7
8

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

7
9

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
0

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
1

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
2

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
3

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
4

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
5

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
6

8
5

1
0
5

1
1
3

8
7

8
5

1
0
5

1
1
3

8
8

8
5

1
0
5

1
1
3

8
9

8
5

1
0
5

1
1
3
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9
0

8
5

1
0
5

1
1
3

9
1

8
5

1
0
5

1
1
3

9
2

8
5

1
0
5

1
1
3

9
3

8
5

1
0
5

1
1
3

9
4

8
5

1
0
5

1
1
3

9
5

8
5

1
0
5

1
1
3

9
6

8
5

1
0
5

1
1
3

9
7

8
5

1
0
5

1
1
3

9
8

8
5

1
0
5

1
1
3

9
9

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
0

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
1

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
2

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
3

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
4

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
5

8
5

1
0
5

1
1
3

1
0
6

1
0
5

1
0
7

1
0
5

1
0
8

1
0
5

1
0
9

1
0
5

1
1
0

1
0
5

1
1
1

1
0
5

1
1
2

1
0
5

1
1
3

1
0
5

備
考

こ
れ
ら
の
表
の
降
格
後
の
号
給
中

１
級

等
と
あ
る
の
は

そ
の

「
」

、

者
が
降
格
し
た
職
務
の
級
を
示
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
提
出

37



秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

理

由

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
等
に
鑑
み
、
職
員
を
降
格
さ
せ
る
場
合
の
職
務
の
級
及
び
降
格
後
の
号
給
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案要綱

１ 改正理由

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行等に鑑

み、職員を降格させる場合の職務の級及び降格後の号給の取り扱いについて、一

般職の国家公務員に準じて定める等の必要がある。

２ 改正内容

⑴ 職員を降格させる場合（職員から書面による同意を得た場合を含む。）は、

その職務の級に応じ、下位の職務の級に決定することとする。（第２５条関

係）

⑵ 職員を降格させた場合の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、か

つ、降格した日の前日に受けていた号給に対応して定めることとする。（第２

５条の２関係）

⑶ ⑵により降格した場合の号給は、降格時号給対応表に定める号給とすること

とする。（別表第９の２関係）

⑷ 第９章の４において用いる用語の定義を定めることとする。（第７４条の１

３関係）

⑸ 市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和２８年秋田県条例第５９号。

以下「条例」という。）附則第４項の県の教育委員会が県の人事委員会と協議

して定める職員の範囲を定めることとする。（第７４条の１４関係）

⑹ 異動日（他の職への降任等をされた職員で当該他の職への降任等をされた日）

の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員であって条例附則第４項による

差額を給料として支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の範

囲を定めるとともに、当該職員に対して支給される当該差額に相当する額の算

出方法等について定めることとする。（第７４条の１５から第７４条の１７ま

で関係）

⑺ 任用の事情を考慮して条例附則第４項の規定による差額を給料として支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員の範囲を定めるとともに、当

該職員に対して支給される当該差額に相当する額の算出方法等について定める

こととする。（第７４条の１８から第７４条の２１まで関係）

⑻ 条例附則第４項等の規定による給料の支給について、特別の事情があるとき

は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる
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こととする。（第７４条の２２関係）

⑼ その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

この規則は、令和５年４月１日から施行することとする。
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